
年

ぜひ、お申し込み

ください ！

　
職
員
に
よ
る
写
真
撮
影
や
申
請
書

の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。
ご
希
望

の
方
は
必
ず
、
３
月
25
日
㈮
ま
で
に

電
話
に
て
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

■
開
催
日　
３
月
27
日
㈰

■
時
間　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

■
サ
ポ
ー
ト
内
容

・
職
員
に
よ
る
写
真
撮
影

・
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
付
き
申
請
書
の
交
付

・
記
入
済
み
申
請
書
の
受
付

■
持
ち
物

・�

身
分
証
明
書（
運
転
免
許
証
な
ど
）

・
印
鑑

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
お
よ
び
電
子
証
明
書
更
新
手
続
き

が
次
の
休
日
に
も
利
用
で
き
ま
す
。

休
日
の
受
け
取
り
、
更
新
手
続
き
を

ご
希
望
の
方
は
、
希
望
時
間
を
必
ず

電
話
に
て
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

■  

予
約
窓
口　
町
民
税
務
課
戸
籍
係

　
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

ま
で

■
3
月
の
平
日
夜
間
・
休
日
交
付
日

お
よ
び
更
新
日
（
要
予
約
）

　
3
月
10
日
㈭
、
22
日
㈫
、
27
日
㈰

■
時
間　

〈 

平
日
夜
間
〉
午
後
５
時
15
分
～
午

後
７
時
ま
で

 

〈 

休
日
〉
午
前
10
時
～
午
後
３
時
ま

で

便利
申
請
は
も
う
お
済
み
で
す
か
？

便
利
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得・活
用
し
ま
し
ょ
う

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
本
人
確
認
の
た
め
の
公
的
な
証
明
書
と
し

て
も
使
え
る
ほ
か
、
コ
ン
ビ
ニ
で
各
種
証
明
書
を
取
得
い
た
だ
け
る
と
て

も
便
利
な
カ
ー
ド
で
す
。
申
請
か
ら
交
付
ま
で
は
お
お
む
ね
３
週
間
か
か

り
ま
す
。

町
民
税
務
課 

戸
籍
係 
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平
日
夜
間
・
休
日
に
も
交
付

お
よ
び
更
新
が
可
能
で
す

（
完
全
予
約
制
）

休
日
申
請
サ
ポ
ー
ト
を
実
施

し
ま
す
（
完
全
予
約
制
）

　
退
職
し
た
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

配
偶
者
も
変
更
の
届
け
出
が
必
要
で

す
。
退
職
と
同
時
に
会
社
員
や
公
務

員
等
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
配
偶
者

に
扶
養
さ
れ
る
場
合
は
、
配
偶
者
の

勤
務
先
へ
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

国
民
年
金
の
届
け
出
に
つ
い
て

■
手
続
き
方
法

　
町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
の
窓
口

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
離
職
票
等
の
退
職
し
た
日
付
が
分

か
る
書
類
、
基
礎
年
金
番
号
ま
た
は

個
人
番
号
が
分
か
る
も
の

■
保
険
料
額

　
国
民
年
金
の
保
険
料
（
定
額
）
は

月
額
１
６
，６
１
０
円（
令
和
３
年
度
）

保
険
料
の
免
除
制
度
に
つ
い
て

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
、
全
額
ま
た
は
一
部
の
保
険
料

が
免
除
に
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

■
手
続
き
方
法

　
「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付

猶
予
申
請
書
」
を
町
民
税
務
課
国
保

年
金
係
ま
た
は
年
金
事
務
所
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
が
遅
れ
て
も
、
最
大
２
年
１

カ
月
前
ま
で
の
免
除
申
請
が
で
き
ま

す
。
し
か
し
、
万
一
の
際
に
障
害
年

金
等
が
受
け
取
れ
な
い
場
合
や
退
職

（
失
業
）時
の
免
除
審
査
の
特
例
が

受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
速
や
か
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶

予
申
請
書
（
町
民
税
務
課
国
保
年
金

係
の
窓
口
や
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
可
能
）、
基
礎
年

金
番
号
ま
た
は
個
人
番
号
が
分
か
る

も
の
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の

写
し
な
ど

■
詳
し
い
問
合
せ
先

・
千
葉
年
金
事
務
所

　
☎
0
4
3－

2
4
2－

6
3
2
0

・
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
0
5
7
0－

0
５－

1
1
6
5

年金
会
社
を
退
職
さ
れ
た
方
へ

国
民
年
金
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

　
日
本
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方（
外
国
人
の
方
も
含
む
）

は
、
国
民
年
金
へ
の
加
入
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
会
社
を

退
職
さ
れ
た
と
き
は
、
厚
生
年
金
か
ら
国
民
年
金
へ
の
変
更
の
届
け
出
が

必
要
で
す
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 
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年
　
令
和
３
年
度
新
た
に
支
給
要
件
に

該
当
し
た
方
に
は
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
令
和
３
年
９
月
以
降
に
請
求
手

続
き
の
ご
案
内
が
送
付
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
ま
だ
請
求
手
続
き
を
さ
れ
て
い
な

い
方
は
、
同
封
さ
れ
て
い
る
「
年
金

生
活
者
支
援
給
付
金
請
求
書
（
は

が
き
）」
を
早
め
に
ご
提
出
く
だ
さ

い
。
も
し
、
紛
失
さ
れ
た
場
合
で

も
、
町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
の
窓

口
に
あ
り
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
現
在
受
給
中
で
あ
り
引
き

続
き
支
給
要
件
に
該
当
す
る
方
に
つ

い
て
は
、
手
続
き
は
不
要
で
す
。

■
対
象
者

老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

　
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

①�

65
歳
以
上
の
老
齢
年
金
受
給
者
で

あ
る
こ
と

②�

前
年
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金

額
と
そ
の
他
の
所
得
の
合
計
が

８
８
１
，
２
０
０
円
以
下
で
あ
る

こ
と

③�

同
一
世
帯
の
全
員
が
市
町
村
税
非

課
税
で
あ
る
こ
と

障
害
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
・

遺
族
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

　
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

①�
障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
遺
族
基
礎

年
金
の
受
給
者
で
あ
る
こ
と

②�

前
年
の
所
得
（
年
金
額
は
含
ま
な

い
）
が
４
，
７
２
１
，
０
０
０
円

以
下
で
あ
る
こ
と

■
請
求
方
法

　
年
金
を
請
求
す
る
際
に
、
年
金
の

請
求
書
と
合
わ
せ
て
年
金
生
活
者
支

援
給
付
金
請
求
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

給付
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

年
金
生
活
者
の
方
へ
の
経
済
的
援
助

　
「
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
」
と
は
、
年
金
を
含
め
て
も
所
得
が
低
い

年
金
受
給
者
へ
の
経
済
的
援
助
を
目
的
と
し
て
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
給

付
金
を
支
給
し
ま
す
。

入札結果 　 総務課 契約管財係 ☎ 77‐3907問

開　札 
年月日

入札
手法

工事（業務委託・物品）
の名称

工事（業務委託・ 
物品納入）の箇所

落札価格(円) 
（消費税除く） 請負額(円) 契約の

相手方

1
月
31
日

指
名
競
争
入
札

町道3BL-0095号線　
地質調査業務委託 芝山町新井田地内 2,400,000 2,640,000 ㈱エポック�

芝山営業所

入札

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 
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■
受
取
方
法

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
年

金
と
同
じ
口
座
に
入
金
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
偶
数
月
の
15
日
（
15
日
が
土

日
・
祝
日
の
場
合
は
直
前
の
営
業

日
）
に
２
カ
月
分
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

※�

入
金
さ
れ
る
際
は
、
年
金
額
と
の

合
算
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他

　
制
度
や
給
付
金
額
な
ど
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

　
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０

－

０
５

－

４
０
９
２

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※�

０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
か
ら
お

か
け
に
な
る
場
合
は
、
☎
０
３－

５
５
３
９－

２
２
１
６
（
一
般
電

話
）
よ
り
お
か
け
く
だ
さ
い
。

日本年金機構
ホームページ

年金生活者
支援給付金

ホームページ
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